
緑の基本計画とは

緑の基本計画は、都市緑地法第４条に

基づき、市町村が主に都市計画区域内に
おける緑地の適正な保全及び緑化の推進
に関する取組を総合的かつ計画的に実施
するため、その目標と実現のための施策
等を内容として策定する、緑とオープン
スペースに関する総合的な計画です。

現行計画の概要（Ｈ１５.３改定）

◆対象区域

◆基本方針

◆基本理念

・君津都市計画区域 ５,３１７ha
・小糸地区 ４,１４６ha
・小櫃地区 ３,２３０ha
・久留里地区 ３,２５９ha

合計 １５,９５２ha

〇緑の環境を整備した自然とふれ
あいの場の形成

〇多様化するレクリエーションに
対応する緑の形成

〇安心して暮らせるまちをつくる
緑の形成

〇暮らしよい生活環境をつくる緑
の形成

※都市計画マスタープランに適合する
内容として、都市計画区域の拡大
新規地区を対象区域に含めていました

水・緑・自然 息づくまちづくり
―人と自然の生き生きとした共生―

緑地確保目標量
（目標年次令和2年）

計画対象区域 市街地、隣接部
約1,460.6ha
約 9.2%確保

約258.9ha
約9.5％確保

緑地の確保目標水準

都市公園等としての整備すべき目標水準

目標水準 平成13年
(現況) 平成22年 令和2年

(目標年次)

都市公園 約10.8㎡/人 約15.4㎡/人 約19.6㎡/人

都市公園等 約18.2㎡/人 約22.7㎡/人 約33.4/㎡人

◆計画の位置づけ

総 合 計 画（基本構想・基本計画）

緑の基本計画

関連計画

・環境基本計画
・立地適正化計画
・公園施設長寿命化計画
・地域防災計画 …等

都市計画
マスタープラン

整合 整合
連携

◆緑の将来像

◆目標水準

凡例

：君津市の自然性を維持

する丘陵樹林の軸

：重要な緑地

君津市 緑の基本計画の改定について
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◆期間

令和９年度～令和２７年度(１８年間）
※現在策定中の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を踏ま
えた長期計画とします

◆対象区域

君津都市計画区域(現況調査は市域全域)
※現行の都市計画マスタープランに整合した区域とします

◆改定の目的

・緑を取り巻く環境の変化に対応（都市緑地法等改正を反映）

・上位計画（総合計画・都市計画マスタープラン）との整合

・貞元総合公園の整備と内みのわ運動公園リニューアルを反映

改定の概要

：緑の拠点

：緑のネットワーク

：緑の推進

都市計画審議会（素案の報告）令和８年 夏頃

パブリックコメント令和８年 秋頃

パブリックコメントの結果公表令和８年 冬頃

都市計画審議会（諮問）令和９年 春頃

令和９年 春頃 緑の基本計画 改定

◆スケジュール（案）

改定に向けた会議等のスケジュール（案）は以下の通りです

令
和
８
年
度

１．現行計画の概要 ２．改定の概要

即す即す

市街地の緑のネットワークを形成するアーバ
ンプロムナード

君津緩衝緑地

西君津緩衝緑地

丘陵地の水と緑を活かした
公園緑地

市街地にうるおいをもた
らすアクアプロムナード

成願寺の堰

鹿野山

小糸川

小櫃川

飯籠塚古墳

白山神社古墳

船塚山

久留里城址
資料館

小糸川

小櫃川
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￥

①民間活力の導入による公園緑地の新たな魅力創出

②時代ニーズに応じた都市公園の長期的な維持管理・利活用

③２大公園の新たな位置づけ

④貴重な緑地の保全

⑤新たな社会情勢等に対応した緑施策の推進（既存公園の利
活用・長寿命化・防災機能充実の視点等）

改定方針

旧：君津市緑の基本計画
（H15.3）

新：君津市緑の基本計画
改定（案）

第１章 計画の基本的な
考え方

１．緑の基本計画とは
２．計画の対象区域
３．計画の位置づけ

第２章 緑地の保全及び緑化
の目標

１．都市の概況
２．基本理念
３．緑の将来像
４．計画の基本方針
５．施策の体系
６．計画フレームの設定
７．緑地の計画目標水準

第３章 緑地の配置方針

１．緑の環境を整備した自然と
のふれあいの場の形成

２．多様化するレクリエーショ
ンに対する緑の形成

３．安心して暮らせるまちをつ
くる緑の形成

４．暮らしよい生活環境をつく
る緑の形成

第４章 緑地の保全及び緑化
の推進のための施策

１．施設緑地の整備目標及び整
備方針

２．地域制緑地の指定目標及び
指定方針

３．緑化の目標及び推進方針

第５章 緑化の推進を重点的
に図るべき地区

１．緑化重点地区の設定
２．緑化重点地区の計画の策定

第１章 計画の基本的な
考え方

１．緑の基本計画とは
２．計画の対象区域
３．計画の位置づけ
４．計画改定の考え方

第２章 緑の現況と課題

１．都市の概況
２．緑の現況（公園緑地の現

況整備量）
３．緑に関わる近年の動向
４．緑の課題（保全、整備、

活用で整理）

第３章 計画の基本方針

１．基本理念
２．緑の将来像（都決公園含

め見直し）
３．基本方針
４．緑地の計画目標水準

第４章 緑の保全及び緑化
推進のための施策

１．緑の保全
２．緑の創出・整備
３．緑の活用

第５章 計画の推進に
向けて

１．計画の進行管理の考え方
２．計画の推進に向けて

（市民・行政・事業者な
どでの連携）

緑の基本計画 改定骨子(案)

君津市 緑の基本計画の改定について

◆君津市の計画改定等の動き

〇君津都市計画 都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針

→令和８年度策定予定

〇君津市総合計画後期基本計画

→令和８年度策定予定

〇君津市都市計画マスタープラン

→令和４年度改定

〇君津市立地適正化計画

→令和４年度策定

〇第３次君津市環境基本計画

→令和５年度策定
￥

改定に向けた項目の整理

〇現行計画策定時（H13）以降の緑の確保量

・計画対象区域における緑地確保量は15.9％
（H13）であったが、17.9％（R2）になっており、
現行計画から増加している

・一人当たりの都市公園面積は15.7㎡/人（R2）で
計画策定時（約10.8㎡/人）から増加している

・上記より、都市公園の整備と法規制による大規模
緑地の保全は増加している

◆緑に関する君津市の現況

〇貞元総合公園の整備

〇内みのわ運動公園のリニューアル

◆市内の大規模プロジェクト

〇都市公園法等の改正（平成29年～平成30年）

・官民連携による都市公園の整備・利活用を推進
（Park-PFIの創設等）

・都市公園等の適正管理の推進（維持修繕基準の法
令化）

・緑の基本計画における緑地の定義に「農地」を追
加し、政策に位置づけ
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◆法改正

・都市公園・緑地の質・量両面での確保
と利活用に向けて、法改正を実施

〇都市緑地法の改定（令和６年度）

・緑の基本方針

緑地の保全及び緑化の推進に関する

事項を定め、今後、方針を基に県・

市町村で策定し総合的に取り組む

・緑に関する新たな考え方

緑の有する多様な機能発揮による、

生活の質向上や環境共生等の効果に

注目が集まる

３．改定骨子（案）
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